
令和６年１２月２６日 

 

和光市長 柴 﨑 光 子 様 

 

 

和光市個人情報保護審議会 

会長 森 山 裕 紀 子 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う和光市個人情報保護法施行条例の 

一部改正について（答申） 

 

 令和６年１１月２０日付け和総務第２１１号で諮問のありましたこのことについて、下

記のとおり答申します。 

 

記 

 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う和光市個人情報保護法施行条例の一部改正案

については、審議の結果、妥当なものと認めます。 

以上 

 


